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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影指示を契機として、撮像手段により撮像された画像を取得して、所定の処理を施し
撮影画像を生成する撮影手段と、
　前記撮影手段により生成された撮影画像を、送信対象撮影画像として外部装置に自動で
送信するように送信手段を制御する送信制御手段と、
　を備え、
　前記送信制御手段は、前記送信手段による撮影画像の自動送信中に、ユーザにより電源
オフ操作が行われた場合には、電源オフ操作前に生成された送信対象撮影画像を、電源オ
フ処理前に送信を完了させるように送信手段を制御し、前記撮影画像全ての送信完了前に
、更にユーザによる電源オフ操作が行われた場合は、全ての送信の完了を待たずに送信を
停止するように前記送信手段を制御する、
　ことを特徴とする撮影装置。
【請求項２】
　前記送信制御手段は、前記撮影手段により生成された撮影画像を、送信対象撮影画像と
して管理し、前記送信手段による撮影画像の自動送信中に、ユーザにより電源オフ操作が
行われた場合は、電源オフ処理前に前記送信対象撮影画像全ての送信を完了させるように
送信手段を制御し、更にユーザによる電源オフ操作が行われた場合は、送信が完了してい
ない撮影画像を送信対象撮影画像から外す処理を行う、
　ことを特徴とする請求項１に記載の撮影装置。
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【請求項３】
　前記撮影手段により生成された撮影画像を記憶する記憶手段を更に備え、
　前記記憶手段は、前記送信制御手段により生成された撮影画像が自動送信された後も、
記憶した撮影画像を保持する、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の撮影装置。
【請求項４】
　前記送信制御手段は、前記記憶手段に記憶されている撮影画像とは独立して、送信対象
撮影画像を管理する、
　ことを特徴とする請求項３に記載の撮影装置。
【請求項５】
　前記送信制御手段が、外部装置に自動で送信するように前記送信手段を制御する際に、
当該外部装置が電源オフ状態である場合は、当該外部装置に対して電源をオンして受信状
態となるように指示信号を送信する受信指示手段を、更に備える、
　ことを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の撮影装置。
【請求項６】
　前記撮影手段は、前記送信手段による撮影画像の送信中であっても、撮影指示を受けた
場合に、他の撮影画像の生成処理を行う、
　ことを特徴とする請求項１乃至５の何れか１項に記載の撮影装置。
【請求項７】
　撮像手段と、画像を外部装置に送信する送信手段と、を備える撮影装置で実行される送
信制御方法であって、
　撮影指示を契機として、前記撮像手段により撮像された画像を取得して、所定の処理を
施し撮影画像を生成する撮影処理と、
　前記撮影処理で生成された撮影画像を、送信対象撮影画像として外部装置に自動で送信
するように前記送信手段を制御する送信制御処理と、
　を含み、
　前記送信制御処理では、前記送信手段による撮影画像の自動送信中に、ユーザにより電
源オフ操作が行われた場合には、電源オフ操作前に生成された送信対象撮影画像を、電源
オフ処理前に送信を完了させるように送信手段を制御し、前記撮影画像全ての送信完了前
に、更にユーザによる電源オフ操作が行われた場合は、全ての送信の完了を待たずに送信
を停止するように前記送信手段を制御する、
　ことを特徴とする送信制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮影装置、及び送信制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、撮影装置により撮影された画像を撮影した撮影装置だけではなく、他の外部
装置でも活用することが行われている。特許文献１では、他の外部装置でも活用するため
に画像が撮影されると自動的に外部装置に送信する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－３４２４６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、撮影装置に使用される撮像素子の画素数は年々多くなり、画像の品質が
向上する一方、送信に時間がかかってしまうため、撮影のタイミングと、自動的に外部装
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置に送信するか否かの設定のタイミングとでタイムラグが発生してしまうことがあるとい
う問題がある。また、撮影した画像の全てが自動的に送信されることは好ましくないとい
う問題もある。
【０００５】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、撮影した画像を適切かつ確実
に外部装置に送信することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明の一態様の撮影装置は、
　撮影指示を契機として、撮像手段により撮像された画像を取得して、所定の処理を施し
撮影画像を生成する撮影手段と、
　前記撮影手段により生成された撮影画像を、送信対象撮影画像として外部装置に自動で
送信するように送信手段を制御する送信制御手段と、
　を備え、
　前記送信制御手段は、前記送信手段による撮影画像の自動送信中に、ユーザにより電源
オフ操作が行われた場合には、電源オフ操作前に生成された送信対象撮影画像を、電源オ
フ処理前に送信を完了させるように送信手段を制御し、前記撮影画像全ての送信完了前に
、更にユーザによる電源オフ操作が行われた場合は、全ての送信の完了を待たずに送信を
停止するように前記送信手段を制御する、
　ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、撮影した画像を適切かつ確実に外部装置に送信することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態に係る画像転送システムのシステム構成を示すシステム構成
図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る撮影装置及び携帯端末装置のハードウェアの構成を示
すブロック図である。
【図３】図２の撮影装置の機能的構成のうち、自動送信処理を実行するための機能的構成
を示す機能ブロック図である。
【図４】図３の機能的構成を有する図２の撮影装置が実行する自動送信処理の流れを説明
するフローチャートである。
【図５】自動送信処理のうち、撮影画像生成処理の流れを説明するフローチャートである
。
【図６】自動送信処理のうち、送信処理の流れを説明するフローチャートである。
【図７】電源オフ時の警告画面の表示例を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態について、図面を用いて説明する。
【００１０】
　図１は、本発明の一実施形態に係る画像転送システムのシステム構成を示すシステム構
成図である。
　画像送信システムＳは、図１に示すように、撮影装置１と、携帯端末装置２とを備える
。
　画像送信システムＳでは、撮影装置１で撮影された画像（以下、「撮影画像」という。
）を、撮影後に、外部装置である携帯端末装置２に自動的に送信する機能を有する。
　本実施形態においては、撮影装置１は、撮影画像のうち、（図中ハッチングで示した）
送信対象となっている撮影画像のみを携帯端末装置２に送信する。撮影装置１では、撮影
画像の送信対象と送信状況を撮影画像のＩＤで管理する送信対象リストを保持しており、
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当該送信対象リストを参照して、撮影画像の送信を行う。即ち、撮影装置１では、送信対
象リストに記憶される未送信ＩＤに基づいて、対応する撮影画像を携帯端末装置２に送信
する。なお、送信対象への設定は、例えば、撮影時の設定（「自動送信設定：入／切」）
等に基づき行われる。
【００１１】
　撮影装置１における撮影画像の送信に関しては、以下、５つのルールに基づいて行われ
る。
　（１）撮影装置１における撮影画像の送信は、１回の電源オンから電源オフまでの操作
の中で撮影画像を送信する。撮影装置１では、電源オフの状態で未送信の撮影画像を原則
的にストックさせない。
　（２）撮影装置１における撮影画像の自動送信の設定がされている「自動送信設定：入
」の間に撮影された撮影画像は、その後に自動送信の設定が変更された場合でも、送信対
象として送信する。
　（３）撮影装置１において電源がオフされた時に未送信の撮影画像がある場合は、全て
の送信対象の撮影画像の送信が完了まで電源をオフせず送信を継続し、送信が完了した時
点で電源をオフする。
　（４）（３）における条件での送信中に、強制的に電源をオフすることを可能とし、強
制的に電源をオフした場合は、未送信の撮影画像を以降送信しないようにする。本実施形
態においては、未送信の撮影画像の管理をリスト管理するように構成するが、当該リスト
から未送信の撮影画像を消去するようにする。
　（５）撮影装置１において、例えば、電池切れ等のユーザが意図しない要因で未送信の
撮影画像が残っている状態で電源がオフされてしまった場合は、フェールセーフとして未
送信の撮影画像が残っている情報を保持して、例えば、次回の電源のオン時に未送信の撮
影画像を送信する。本実施形態においては、未送信の撮影画像の管理をリスト管理するよ
うに構成しているため、当該リストから消去せずに保持しておくように構成する。
【００１２】
　また、本実施形態の画像送信システムＳにおいては、撮影装置１では、画像の送信にあ
たり、２つの通信方式を用いる。即ち、高速でありファイルの送受信に適した無線通信方
式（以下、「第１通信方式」という。）と、低速であるが省電力であり常時接続に適した
無線通信方式（以下、「第２通信方式」という。）との通信方式で、画像の送信を行う。
　なお、本実施形態において、第１通信方式は、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ）のうちＷｉ－Ｆｉ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）の通信規格に
基づいた通信方式を用いる。また、第２通信方式は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ｌｏｗ　ｅｎ
ｅｒｇｙ／Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥ（商標）（以下、「ＢＬＥ」という。）の通信規格
に基づいた通信方式を用いる。
【００１３】
　本実施形態の画像送信システムＳにおいて撮影画像の自動送信機能を発揮する場合には
、撮影装置１と携帯端末装置２の間で、第２通信方式であるＢＬＥで通信が確立した状態
（常時接続状態）で行われる。即ち、撮影装置１と携帯端末装置２との間で、第２通信方
式であるＢＬＥで接続がされていることが前提となって撮影画像の自動送信機能が発揮さ
れる。
　具体的には、撮影装置１から、携帯端末装置２に対して、第２通信方式での通信を介し
て、第１通信方式であるＷｉ－Ｆｉでの通信を確立するように指示（制御信号）を出して
、撮影装置１と携帯端末装置２との間で第１通信方式であるＷｉ－Ｆｉでの通信を確立す
る。なお、本実施形態においては、撮影装置１では、Ｗｉ－Ｆｉにおいて親機となるよう
にし、携帯端末装置２では、第１通信方式であるＷｉ－Ｆｉにおいて子機となるようにし
て、撮影装置１と携帯端末装置２の１対１の直接通信で通信を確立する。
　その後、撮影装置１から、携帯端末装置２に対して、第１通信方式で、画像を送信する
。これにより、携帯端末装置２では、操作を行うことなく、第１通信方式で、画像を受信
することができるようになる。
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【００１４】
　さらに、携帯端末装置２では、撮影装置１から受信した撮影画像を、例えば、記憶・管
理したり、他の外部機器との画像の共有を目的として、クラウドサーバにアップロードし
たりする等の撮影画像の外部装置での活用がなされる。
【００１５】
　図２は、本発明の一実施形態に係る撮影装置１及び携帯端末装置２のハードウェアの構
成を示すブロック図である。
　撮影装置１は、例えばデジタルカメラとして構成される。
【００１６】
　撮影装置１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１１と、
ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１２と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１３と、バス１４と、入出力インターフェース１５と、撮像部１６
と、入力部１７と、出力部１８と、記憶部１９と、第１通信部２０と、第２通信部２１と
、ドライブ２２と、電源部２３と、を備えている。
【００１７】
　ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１２に記録されているプログラム、又は、記憶部１９からＲＡＭ
１３にロードされたプログラムに従って各種の処理を実行する。
【００１８】
　ＲＡＭ１３には、ＣＰＵ１１が各種の処理を実行する上において必要なデータ等も適宜
記憶される。
【００１９】
　ＣＰＵ１１、ＲＯＭ１２及びＲＡＭ１３は、バス１４を介して相互に接続されている。
このバス１４にはまた、入出力インターフェース１５も接続されている。入出力インター
フェース１５には、撮像部１６、入力部１７、出力部１８、記憶部１９、第１通信部２０
、第２通信部２１、ドライブ２２及び電源部２３が接続されている。
【００２０】
　撮像部１６は、図示はしないが、光学レンズ部と、イメージセンサと、を備えている。
【００２１】
　光学レンズ部は、被写体を撮影するために、光を集光するレンズ、例えばフォーカスレ
ンズやズームレンズ等で構成される。
　フォーカスレンズは、イメージセンサの受光面に被写体像を結像させるレンズである。
ズームレンズは、焦点距離を一定の範囲で自在に変化させるレンズである。
　光学レンズ部にはまた、必要に応じて、焦点、露出、ホワイトバランス等の設定パラメ
ータを調整する周辺回路が設けられる。
【００２２】
　イメージセンサは、光電変換素子や、ＡＦＥ（Ａｎａｌｏｇ　Ｆｒｏｎｔ　Ｅｎｄ）等
から構成される。
　光電変換素子は、例えばＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉ
ｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）型の光電変換素子等から構成される。光電変換素子
には、光学レンズ部から被写体像が入射される。そこで、光電変換素子は、被写体像を光
電変換（撮像）して画像信号を一定時間蓄積し、蓄積した画像信号をアナログ信号として
ＡＦＥに順次供給する。
　ＡＦＥは、このアナログの画像信号に対して、Ａ／Ｄ（Ａｎａｌｏｇ／Ｄｉｇｉｔａｌ
）変換処理等の各種信号処理を実行する。各種信号処理によって、ディジタル信号が生成
され、撮像部１６の出力信号として出力される。
　このような撮像部１６の出力信号を、以下、「撮影画像のデータ」とも呼ぶ。撮影画像
のデータは、ＣＰＵ１１や図示しない画像処理部等に適宜供給される。
【００２３】
　入力部１７は、各種釦等で構成され、ユーザの指示操作に応じて各種情報を入力する。
　出力部１８は、ディスプレイやスピーカ等で構成され、画像や音声を出力する。
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【００２４】
　記憶部１９は、ハードディスク或いはフラッシュメモリ等で構成され、各種画像のデー
タを記憶する。
【００２５】
　第１通信部２０は、高速でありファイルの送受信に適した無線通信方式（以下、「第１
通信方式」という。）で外部装置（本実施形態においては、携帯端末装置２）との間で行
う通信を制御する。本実施形態においては、第１通信方式は、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　
Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）のうちＷｉ－Ｆｉ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）
の通信規格に基づいた通信方式を用いる。
【００２６】
　第２通信部２１は、低速であるが省電力であり常時接続に適した無線通信方式（以下、
「第２通信方式」という。）で外部装置（本実施形態においては、携帯端末装置２）との
間で行う通信を制御する。本実施形態においては、第２通信方式は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ／Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥ（以下、「ＢＬＥ」という。）の通
信規格に基づいた通信方式を用いる。
【００２７】
　ドライブ２２には、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリ
等よりなる、リムーバブルメディア３１が適宜装着される。ドライブ２２によってリムー
バブルメディア３１から読み出されたプログラムは、必要に応じて記憶部１９にインスト
ールされる。また、リムーバブルメディア３１は、記憶部１９に記憶されている画像のデ
ータ等の各種データも、記憶部１９と同様に記憶することができる。
【００２８】
　電源部２３は、例えば、リチウムイオン二次電池により構成され、電源回路（図示せず
）を介して、撮影装置１に駆動用の電力を供給する電力供給源であり、撮影装置１の駆動
源としての電流を撮影装置１の各構成へ供給する。電源部２３は、ＣＰＵ１１により制御
され、例えば、電源オフ状態において、出力部１８等への電源の供給を停止して表示出力
をオフして、第１通信部２０や第２通信部２１等の通信における電源の供給を維持して、
電源オフ状態においても画像送信を可能に制御される。
【００２９】
　また、携帯端末装置２は、例えばタブレット端末として構成される。
　なお、ハードウェアの構成については、撮影装置１と同様であるため省略する。以下、
撮影装置１と携帯端末装置２におけるハードウェアを説明として用いる場合には、撮影装
置１には、符号の末尾に「－１」を付すものとし、携帯端末装置２には符号の末尾に「－
２」を付すものとする。即ち、撮影装置１は、ＣＰＵ１１－１乃至リムーバブルメディア
３１－１と表記するものとし、携帯端末装置２は、ＣＰＵ１１－２乃至リムーバブルメデ
ィア３１－２と表記するものとする。
【００３０】
　図３は、撮影装置１の機能的構成のうち、自動送信処理を実行するための機能的構成を
示す機能ブロック図である。
　自動送信処理とは、撮影した画像を、外部装置（本実施形態においては、携帯端末装置
２）に自動的に送信する一連の処理をいう。
【００３１】
　自動送信処理を実行する場合には、図３に示すように、ＣＰＵ１１－１において、入力
検出部５１と、撮影画像生成処理部５２と、送信処理部５３と、フラグ設定処理部５４と
、電源制御部５５と、が機能する。
【００３２】
　また、記憶部１９－１の一領域には、画像記憶部７１と、送信対象リスト記憶部７２と
、が設定される。
【００３３】
　画像記憶部７１には、撮影を行い撮像部１６から取得し生成された撮影画像のデータが
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記憶される。
【００３４】
　送信対象リスト記憶部７２には、画像記憶部７１に記憶される撮影画像のうち、送信対
象となっている撮影画像の送信状況を管理するための送信対象リストが記憶される。送信
対象リストには、本実施形態においては、画像の送信状況として、未送信の画像が対応す
るＩＤで記憶される。対象となる画像の送信が完了すると、送信対象リストからＩＤが削
除されることで、画像の送信状況を管理する。即ち、送信対象リストには、送信対象のう
ち、未送信の画像のＩＤのみが記憶され、非送信対象と、送信対象のうち、送信済みの画
像のＩＤは記憶されない。
【００３５】
　入力検出部５１は、入力部１７－１へのユーザからの入力操作を検出する。具体的には
、入力検出部５１は、入力部１７－１への撮影指示操作、自動送信設定操作、他モードへ
の移行操作、電源オフ操作等の各種入力操作を検出する。検出結果に応じて、撮影指示操
作の場合には、撮影画像生成処理及び送信処理が実行され、自動送信設定操作の場合には
、自動送信の有無の設定が行われ、他モードへの移行操作の場合には、他モードへの実行
処理が実行され、電源オフ操作の場合には、電源オフ処理が実行される。
【００３６】
　撮影画像生成処理部５２は、撮影画像生成処理を実行する。撮影画像生成処理は、撮影
指示操作に基づいて、後述する送信処理と共に、実行される。
　撮影画像生成処理では、撮像部１６により撮像された撮像画像から、撮影画像生成処理
部５２によって行われた撮影処理の結果生成される撮影画像が画像記憶部７１に記憶（保
存）される。この際、撮影画像の自動送信が設定されている場合には、当該撮影画像を送
信対象として、ＩＤを送信対象リストに追加する。
【００３７】
　送信処理部５３は、送信処理を実行する。送信処理は、撮影指示操作に基づいて、撮影
画像生成処理と共に、実行される。
　送信処理では、送信処理部５３によって、撮影画像を携帯端末装置２に送信するために
通信の確立に係る処理と、未送信の撮影画像の送信に係る処理と、撮影画像の送信時にお
ける通信切断によるフェールセーフに係る処理と、撮影画像の送信時における電源オフ操
作があった場合に送信完了後に電源をオフする処理と、送信完了後の電源オフとなる状態
で、撮影画像の送信中における電源オフ操作があった場合に、撮影画像の送信キャンセル
に係る処理が実行される。
【００３８】
　ここで、撮影画像を携帯端末装置２に送信するために通信の確立に係る処理では、送信
処理部５３によって、第１通信部２０－１が起動され、第２通信部２１－１を介して、携
帯端末装置２側の第２通信部２１－２へ第１通信部２０－２の起動指示を送信する。その
結果、携帯端末装置２側の第１通信部２０－２が起動して、第２通信方式における通信が
確立する。
【００３９】
　また、未送信の撮影画像の送信に係る処理では、送信処理部５３によって、送信対象リ
ストの未送信ＩＤに基づいて、対応する撮影画像を送信するように第１通信部２０－１が
制御される。
【００４０】
　また、撮影画像の送信時における通信切断によるフェールセーフに係る処理では、送信
処理部５３によって、撮影画像の送信中に通信切断があった場合に、再度撮影画像の送信
が可能な状態に通信を確立すると共に、通信が確立した際に未送信の撮影画像を送信可能
に送信対象リストから未送信ＩＤを削除しない処理が行われる。
【００４１】
　また、撮影画像の送信中において電源オフ操作があった場合に送信完了後に電源をオフ
する処理では、送信処理部５３によって、撮影画像の送信中において電源オフ操作があっ
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た場合に、電源オフのフラグをセットする。
【００４２】
　また、送信完了後の電源オフとなる状態で、撮影画像の送信中における電源オフ操作が
あった場合に、撮影画像の送信キャンセルに係る処理では、撮影画像の送信中における電
源オフ操作があった場合に、撮影画像の送信キャンセルするために、送信対象リストから
未送信ＩＤを削除する。
【００４３】
　フラグ設定処理部５４は、自動送信設定操作や電源オフ操作に基づいた自動送信フラグ
、電源オンフラグの切り替えや、自動送信フラグ、電源オンフラグの状態確認を行う。
【００４４】
　電源制御部５５は、電源オフフラグに基づいた電源部２３への制御を行う。
【００４５】
　次に、動作を説明する。
［自動送信処理］
　図４は、図３の機能的構成を有する図２の撮影装置１が実行する自動送信処理の流れを
説明するフローチャートである。
　自動送信処理は、ユーザによる入力部１７－１への自動送信処理開始の操作により開始
される。
【００４６】
　ステップＳ１１において、入力検出部５１は、入力部１７－１に対して撮影指示操作が
あったか否かを判定する。
　撮影指示操作がなかった場合には、ステップＳ１１においてＮＯと判定されて、処理は
ステップＳ１４に進む。ステップＳ１４以降の処理については後述する。
　これに対して、撮影指示操作があった場合には、ステップＳ１１においてＹＥＳと判定
されて、処理はステップＳ１２－１及びステップＳ１２－２に進む。
【００４７】
　ステップＳ１２－１において、撮影画像生成処理部５２は、撮影画像生成処理を実行す
る。撮影画像生成処理実行の結果、撮影画像が生成される。撮影画像生成処理の詳細な流
れについては、後述する。なお、本実施形態においては、撮影画像生成処理時の自動送信
設定に応じて、生成される撮影画像を送信対象とするか否かが設定される。即ち、撮影画
像生成処理時の自動送信設定がなされている場合には、送信対象リストに撮影画像に対応
するＩＤが未送信ＩＤとして追加されることになる。
【００４８】
　また、ステップＳ１２－１の処理と並行して、ステップＳ１２－２において、送信処理
部５３は、送信処理を実行する。送信処理の詳細な流れについては、後述する。送信処理
実行の結果、送信対象とされた撮影画像が携帯端末装置２に送信される。
【００４９】
　ステップＳ１３において、フラグ設定処理部５４は、電源オフフラグが設定されている
か否か（電源オフフラグ＝１？）を判定する。
　電源オフフラグが設定されていない場合（電源オフフラグ＝０）には、ステップＳ１３
においてＮＯと判定されて、処理はステップＳ１１に戻る。
　これに対して、電源オフフラグが設定されている場合（電源オフフラグ＝１）には、ス
テップＳ１３においてＹＥＳと判定されて、処理はステップＳ２２に進む。ステップＳ２
２の処理については、後述する。
【００５０】
　ステップＳ１４において、入力検出部５１は、入力部１７－１に対して自動送信設定操
作があったか否かを判定する。
　自動送信設定操作がなかった場合には、ステップＳ１４においてＮＯと判定されて、処
理はステップＳ１８に進む。ステップＳ１８以降の処理は後述する。
　これに対して、自動送信設定操作があった場合には、ステップＳ１４においてＹＥＳと
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判定されて、処理はステップＳ１５に進む。
【００５１】
　ステップＳ１５において、フラグ設定処理部５４は、自動送信設定フラグが設定されて
いるか否か（自動送信設定フラグ＝１？）を判定する。
　自動送信設定フラグが設定されている場合（自動送信設定フラグ＝１）には、ステップ
Ｓ１５においてＹＥＳと判定されて、処理はステップＳ１６に進む。
【００５２】
　ステップＳ１６において、フラグ設定処理部５４は、自動送信設定を行わないように、
自動送信設定フラグを「０」に設定する（自動送信設定フラグ←０）。
【００５３】
　これに対して、自動送信設定フラグが設定されていない場合（自動送信設定フラグ＝０
）には、ステップＳ１５においてＮＯと判定されて、処理はステップＳ１７に進む。
【００５４】
　ステップＳ１７において、フラグ設定処理部５４は、自動送信設定を行うように、自動
送信設定フラグを「１」に設定する（自動送信設定フラグ←１）。
【００５５】
　ステップＳ１８において、入力検出部５１は、入力部１７－１に対して、記憶部１９に
記憶されている撮影画像を再生する再生モード等の他モードへの移行操作があったか否か
を判定する。
　他モードへの移行操作があった場合には、ステップＳ１８においてＹＥＳと判定されて
処理はステップＳ１９に進む。
【００５６】
　ステップＳ１９において、ＣＰＵ１１は、他モードへの移行処理を実行する。その後、
自動送信処理は終了する。
【００５７】
　これに対して、他モードへの移行操作がなかった場合には、ステップＳ１８においてＮ
Ｏと判定されて処理はステップＳ２０に進む。
【００５８】
　ステップＳ２０において、入力検出部５１は、入力部１７－１に対して電源オフ操作が
あったか否かを判定する。
　電源オフ操作がなかった場合には、ステップＳ２０においてＮＯと判定されて、処理は
ステップＳ２１に進む。
【００５９】
　ステップＳ２１において、ズーム操作等のその他の操作に応じた処理を行い、ステップ
Ｓ１１に戻る。
【００６０】
　これに対して、電源オフ操作があった場合には、ステップＳ２０においてＹＥＳと判定
されて、処理はステップＳ２２に進む。
【００６１】
　ステップＳ２２において、電源制御部５５は、電源オフ処理を実行して、電源部２３を
制御して、撮影装置１の電源をオフする処理を行い、自動送信処理は終了する。
【００６２】
［撮影画像生成処理］
　次に、自動送信処理のうち、撮影画像生成処理について説明する。
　図５は、自動送信処理のうち、撮影画像生成処理の流れを説明するフローチャートであ
る。
【００６３】
　ステップＳ４１において、撮影画像生成処理部５２は、撮像部１６から１フレーム分の
撮像画像を取得し、所定の画像処理及び所定の圧縮処理を行う撮影処理を実行する。撮影
処理実行の結果、撮像部１６から自動送信の処理対象の画像（以下、「処理画像」という



(10) JP 6500467 B2 2019.4.17

10

20

30

40

50

。）である撮影画像が出力される。
【００６４】
　ステップＳ４２において、撮影画像生成処理部５２は、処理画像を画像記憶部７１に記
憶させる。
【００６５】
　ステップＳ４３において、撮影画像生成処理部５２は、自動送信設定フラグが設定され
ているか否か（自動送信設定フラグ＝１？）を判定する。
　自動送信設定フラグが設定されていない場合には、ステップＳ４３においてＮＯと判定
されて、撮影画像生成処理は終了する。
　これに対して、自動送信設定フラグが設定されている場合には、ステップＳ４３におい
てＹＥＳと判定されて、処理はステップＳ４４に進む。
【００６６】
　ステップＳ４４において、撮影画像生成処理部５２は、送信対象リスト記憶部７２に記
憶される送信対象リストに処理対象である撮影画像のＩＤを追加する。
【００６７】
［送信処理］
　次に、自動送信処理のうち、送信処理について説明する。
　図６は、自動送信処理のうち、送信処理の流れを説明するフローチャートである。なお
、本実施形態においては、撮影装置１と携帯端末装置２とは、第１通信方式で通信が確立
した状態を前提として説明する。
【００６８】
　ステップＳ６１において、送信処理部５３は、送信対象リスト記憶部７２に記憶される
送信対象リストに未送信ＩＤがあるか否かを判定する。
　送信対象リストに未送信ＩＤがない場合には、ステップＳ６１においてＮＯと判定され
て、待機状態となる。
　これに対して、送信対象リストに未送信ＩＤがある場合には、ステップＳ６１において
ＹＥＳと判定されて、ステップＳ６２に進む。
【００６９】
　ステップＳ６２において、送信処理部５３は、第１通信部２０－１が動作中であるか否
かを判定する。
　第１通信部２０－１が動作中である場合には、ステップＳ６２においてＹＥＳと判定さ
れて、処理はステップＳ６５に進む。ステップＳ６５以降の処理については後述する。
　これに対して、第１通信部２０－１が動作中でない場合には、ステップＳ６２において
ＮＯと判定されて、処理はステップＳ６３に進む。
【００７０】
　ステップＳ６３において、送信処理部５３は、第１通信部２０－１を起動させる。
【００７１】
　ステップＳ６４において、送信処理部５３は、所定のタイムアウト時間までに第１通信
部２０－１が起動したか否かを判定する。
　所定のタイムアウト時間までに第１通信部２０－１が起動しなかった場合には、ステッ
プＳ６４においてＹＥＳと判定されて、送信処理は終了する。
　これに対して、所定のタイムアウト時間までに第１通信部２０－１が起動した場合には
、ステップＳ６４においてＮＯと判定されて、処理はステップＳ６５に進む。
【００７２】
　ステップＳ６５において、送信処理部５３は、外部装置（本実施形態においては、携帯
端末装置２）の第１通信部２０－２が動作中であるか否かを判定する。
　外部装置の第１通信部２０－２が動作中である場合には、ステップＳ６５においてＹＥ
Ｓと判定されて、処理はステップＳ６８に進む。ステップＳ６８以降の処理は後述する。
　これに対して、外部装置の第１通信部２０－２が動作中でない場合には、ステップＳ６
５においてＮＯと判定されて、処理はステップＳ６６に進む。
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【００７３】
　ステップＳ６６において、送信処理部５３は、第２通信部２１－１を介して外部装置（
本実施形態においては、携帯端末装置２）の第１通信部２０－２を起動する指示を送信す
る。指示送信の結果、携帯端末装置２では、指示に基づいて、第１通信部２０－２を起動
させる。
【００７４】
　ステップＳ６７において、送信処理部５３は、所定のタイムアウト時間までに外部装置
の第１通信部２０－２が起動したか否かを判定する。
　所定のタイムアウト時間までに第１通信部２０－２が起動しなかった場合には、ステッ
プＳ６７においてＹＥＳと判定されて、送信処理は終了する。
　これに対して、所定のタイムアウト時間までに第１通信部２０－２が起動した場合には
、ステップＳ６７においてＮＯと判定されて、処理はステップＳ６８に進む。
【００７５】
　ステップＳ６８において、送信処理部５３は、送信対象リストの未送信ＩＤに対応する
撮影画像の送信を開始する。詳細には、送信処理部５３は、送信対象リストの未送信ＩＤ
に対応する撮影画像を携帯端末装置２に送信するように第１通信部２０－１を制御する。
その結果、撮影画像の携帯端末装置２への送信が開始される。
【００７６】
　ステップＳ６９において、送信処理部５３は、入力部１７－１に対して送信中に電源オ
フ操作があったか否かを判定する。
　電源オフ操作がなかった場合には、ステップＳ６９においてＮＯと判定されて、処理は
ステップＳ７４に進む。ステップＳ７４以降の処理は後述する。
　これに対して、電源オフ操作があった場合には、ステップＳ６９においてＹＥＳと判定
されて、処理はステップＳ７０に進む。
【００７７】
　ステップＳ７０において、送信処理部５３は、電源オフフラグが設定されているか否か
（電源オフフラグ＝１？）を判定する。
　電源オフフラグが設定されていない場合には、ステップＳ７０においてＮＯと判定され
て、処理はステップＳ７１に進む。
【００７８】
　ステップＳ７１において、送信処理部５３は、送信終了後電源をオフするように、電源
オフフラグを「１」に設定する（電源オフフラグ←１）。この際、出力部１８には、図７
に示すように、電源をオフした際の警告画面が表示される。警告画面では、送信の完了ま
で自動送信を継続する旨のメッセージと、未送信の撮影画像の残り枚数と、再度電源をオ
フ（強制オフ）した場合に送信は行わない旨の注意のメッセージが表示される。また、警
告画面では、自動送信と、第１／第２の通信方式の通信状態が表示される。
　その後、処理はステップＳ７４に進む。
【００７９】
　これに対して、電源オフラグが設定されている場合には、ステップＳ７０においてＹＥ
Ｓと判定されて、処理はステップＳ７２に進む。
【００８０】
　ステップＳ７２において、送信処理部５３は、撮影画像の送信を停止する。詳細には、
送信処理部５３は、撮影画像の送信を停止するように第１通信部２０－１を制御する。
【００８１】
　ステップＳ７３において、送信処理部５３は、送信対象リスト記憶部７２に記憶される
送信対象リストをクリアする。その後、送信処理は終了する。
【００８２】
　ステップＳ７４において、送信処理部５３は、送信中に通信切断があったか否かを判定
する。
　送信中に通信切断があった場合には、ステップＳ７４においてＹＥＳと判定されて、送
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信処理は終了する。ここでは、送信対象リスト記憶部７２に記憶される送信対象リストは
維持される。
　これに対して、送信中に通信切断がなかった場合には、ステップＳ７４においてＮＯと
判定されて、処理はステップＳ７５に進む。
【００８３】
　ステップＳ７５において、送信処理部５３は、送信対象となっている撮影画像の送信が
完了したか否かを判定する。
　送信対象となっている撮影画像の送信が完了していない場合には、ステップＳ７５にお
いてＮＯと判定されて、送信が完了するまで待機状態となり、ステップＳ６９に戻る。
　送信対象となっている撮影画像の送信が完了した場合には、ステップＳ７５においてＹ
ＥＳと判定されて、処理はステップＳ７６に進む。
【００８４】
　ステップＳ７６において、送信処理部５３は、送信対象リスト記憶部７２に記憶される
送信対象リストから送信を完了した撮影画像に対応するＩＤを削除する。
【００８５】
　ステップＳ７７において、送信処理部５３は、送信対象リスト記憶部７２に記憶される
送信対象リストに未送信ＩＤがあるか否かを判定する。
　送信対象リストに未送信ＩＤがある場合には、ステップＳ７７においてＹＥＳと判定さ
れて、未送信ＩＤに対応する撮影画像を送信するように、処理はステップＳ６８に戻る。
　これに対して、送信対象リストに未送信ＩＤがない場合には、ステップＳ７７において
ＮＯと判定されて、処理はステップＳ７８に進む。
【００８６】
　ステップＳ７８において、送信処理部５３は、電源オフフラグが設定されているか否か
（電源オフフラグ＝１？）を判定する。
　電源オフフラグが設定されていない場合には、ステップＳ７８においてＮＯと判定され
て、処理はステップＳ６１に戻る。
　これに対して、電源オフラグが設定されている場合には、ステップＳ７８においてＹＥ
Ｓと判定されて、送信処理は終了する。
【００８７】
　なお、送信処理において、図示していないが、撮影画像の送信中でない状態では、適宜
ユーザ操作により通信部（第１通信部２０－１，第２通信部２１－１）を切断することが
可能である。
【００８８】
　したがって、画像送信システムＳでは、撮影装置１において、取得した撮影画像に対し
て自動送信の対象として設定された場合には、以降に自動送信の設定が変更された場合で
も、自動送信を行うように構成するために、撮影した画像を適切かつ確実に外部装置であ
る携帯端末装置２に送信することができる。
【００８９】
　以上のように構成される撮影装置１は、撮像部１６－１と、撮影画像生成処理部５２と
、第１通信部２０－１と、フラグ設定処理部５４と、送信処理部５３と、を備える。
　撮影画像生成処理部５２は、撮影指示を契機として、撮像部１６－１により撮像された
画像を取得して、所定の処理を施し撮影画像を生成する。
　第１通信部２０－１は、撮影画像生成処理部５２により生成された撮影画像を外部装置
である携帯端末装置２に送信する。
　フラグ設定処理部５４は、ユーザ操作により、撮影画像生成処理部５２により生成され
た撮影画像を第１通信部２０－１により外部装置である携帯端末装置２に自動で送信を行
うか否かを設定する。
　送信処理部５３は、フラグ設定処理部５４により自動で送信を行うと設定されている期
間に撮影画像生成処理部５２により生成された撮影画像を、当該撮影画像生成処理部５２
による撮影画像の生成の完了を契機として、外部装置である携帯端末装置２に自動で送信



(13) JP 6500467 B2 2019.4.17

10

20

30

40

50

するように第１通信部２０－１を制御する。
　フラグ設定処理部５４は、第１通信部２０－１による撮影画像の送信中であっても、ユ
ーザ操作による自動で送信を行うか否かの設定を行う。
　送信処理部５３は、第１通信部２０－１による撮影画像の送信中にフラグ設定処理部５
４により自動で送信を行うか否かの設定が変更された場合に、当該設定の変更に応じて当
該第１通信部２０－１を制御する。
　これにより、撮影装置１においては、撮影時に、撮影した画像を外部装置である携帯端
末装置２に送信するか否かを容易に設定可能とし、かつ送信するとした撮影画像を確実に
送信することができる。したがって、撮影装置１においては、撮影した画像を適切かつ確
実に外部装置である携帯端末装置２に送信することができる。
【００９０】
　送信処理部５３は、フラグ設定処理部５４により自動で送信を行うと設定されている期
間に前記撮影手段により生成された複数の撮影画像を、送信可能なタイミングで順次送信
していくように第１通信部２０－１を制御する。
　フラグ設定処理部５４は、第１通信部２０－１により複数の撮影画像を順次送信してい
る最中であっても、ユーザ操作により自動で送信を行うか否かの設定を変更することが可
能である。
　送信処理部５３は、フラグ設定処理部５４により自動で送信を行うと設定されている期
間に撮影画像生成処理部５２により生成された撮影画像については、フラグ設定処理部５
４により自動で送信を行わないように設定を変更した後であっても、送信可能な状態を継
続して順次送信していくように第１通信部２０－１を制御する。
　これにより、撮影装置１においては、自動で送信を行わないように設定を変更した後で
あっても、送信可能な状態を継続して順次送信していくために、撮影画像を適切かつ確実
に外部装置である携帯端末装置２に送信することができる。
【００９１】
　送信処理部５３は、フラグ設定処理部５４により自動送信を行うと設定されている期間
に撮影画像生成処理部５２により生成された撮影画像を、送信対象の撮影画像として管理
する。
　これにより、フラグ設定処理部５４により自動送信を行うと設定されている期間に撮影
画像生成処理部５２により生成された撮影画像を、送信対象の撮影画像として管理するた
めに、送信対象の撮影画像を簡単に管理することができ、かつ、撮影画像を確実に送信す
ることができる。
【００９２】
　送信処理部５３は、第１通信部２０－１による撮影画像の送信が不可能な状態に移行す
ることをユーザが意図しているか否かを判定する。
　また、送信処理部５３は、判定結果に応じて、送信対象の撮影画像の管理を異ならせる
。
　これにより、撮影装置１においては、撮影画像の送信が不可能な状態に移行することを
ユーザが意図しているか否かで、送信対象の撮影画像の管理を異ならせるために、ユーザ
の意図を確実に反映して、撮影画像を適切かつ確実に外部装置である携帯端末装置２に送
信することができる。
【００９３】
　送信処理部５３は、第１通信部２０－１による撮影画像の送信中に、ユーザにより電源
オフ操作が行われた場合は、第１通信部２０－１による撮影画像の送信が不可能な状態に
移行することをユーザが意図してないと判定する。
　また、送信処理部５３は、判定結果に応じて、電源オフ状態に移行する前に未送信とな
る送信対象の撮影画像の送信が完了するまで電源オン状態を保持し、送信を継続するよう
に第１通信部２０－１を制御する。
　これにより、撮影装置１においては、ユーザにより電源オフ操作後に、電源オフ状態に
移行する前に、電源オン状態を保持して未送信となる送信対象の撮影画像の送信を行うた
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めに、同時期に送信対象の撮影画像の送信を送信することができ、かつ、送信可能状態で
継続して撮影画像の送信を行うことができるために、撮影した画像を適切かつ確実に外部
装置である携帯端末装置２に送信することができる。
【００９４】
　送信処理部５３は、ユーザによる電源オフ操作が行われた後、送信対象の撮影画像の送
信を継続している状態で、更にユーザによる電源オフ操作が行われた場合は、第１通信部
２０－１による撮影画像の送信が不可能な状態に移行することをユーザが意図してないと
判定する。
　また、送信処理部５３は、判定結果に応じて、送信を停止するように第１通信部２０－
１を制御し、未送信の撮影画像を送信対象の撮影画像から外す処理を行う。
　これにより、撮影装置１においては、ユーザによる再度の電源オフ操作による明示的な
操作に基づいて、送信を停止することができ、撮影した画像を適切に外部装置である携帯
端末装置２に送信することができる。
【００９５】
　送信処理部５３は、第１通信部２０－１による撮影画像の送信中、ユーザ操作によらず
に送信が中断された場合は、未送信の送信対象の撮影画像を保持する処理を行う。
　これにより、撮影装置１においては、例えば、通信切断やバッテリ切れ等のユーザが予
期していない状況で送信が中断された時には、未送信の送信対象の撮影画像を保持するた
めに、フェールセーフとしての機能として、撮影した画像を適切かつ確実に外部装置であ
る携帯端末装置２に送信することができる。
【００９６】
　送信処理部５３は、第１通信部２０－１による撮影画像の送信が可能な状態に復帰した
ことを契機として、未送信の送信対象の撮影画像を送信するように第１通信部２０－１を
制御する。
　これにより、撮影装置１においては、フェールセーフとしての機能として、撮影した画
像を適切かつ確実に外部装置である携帯端末装置２に送信することができる。
【００９７】
　また、撮影装置１は、撮影画像生成処理部５２により生成された撮影画像を記憶する画
像記憶部７１を更に備える。
　画像記憶部７１は、送信処理部５３により生成された撮影画像が自動送信された後も、
記憶した撮影画像を保持する。
　これにより、撮影装置１においては、撮影画像が自動送信された後も、記憶した撮影画
像を保持することができる。
【００９８】
　送信処理部５３は、画像記憶部７１に記憶されている撮影画像とは独立して、送信対象
の撮影画像を管理する。
　これにより、撮影装置１においては、撮影画像とは独立して、送信対象の撮影画像を管
理するために、管理にかかる負担を軽減し、かつ、撮影画像からの影響を受けずに、撮影
した画像を適切かつ確実に外部装置である携帯端末装置２に送信することができる。
【００９９】
　また、送信処理部５３は、外部装置である携帯端末装置２に自動で送信するように第１
通信部２０－１を制御する際に、当該外部装置である携帯端末装置２が電源オフ状態であ
る場合は、当該外部装置である携帯端末装置２に対して電源をオンして受信状態となるよ
うに指示信号を送信する。
　これにより、撮影装置１においては、外部装置である携帯端末装置２において受信に係
る操作を行う必要なく、自動的に撮影画像を外部装置である携帯端末装置２において受信
することができる。さらに、撮影装置１においても、撮影した画像を適切かつ確実に外部
装置である携帯端末装置２に送信することができることになる。
【０１００】
　撮影画像生成処理部５２は、第１通信部２０－１による撮影画像の送信中であっても、
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撮影指示を受けた場合に、他の撮影画像の生成処理を行う。
　これにより、撮影装置１においては、送信と画像の生成を同時に行うことになり、撮影
時に、撮影した画像を外部装置である携帯端末装置２に送信するか否かを容易に設定可能
とし、かつ送信するとした撮影画像を確実に送信できる。したがって、撮影装置１におい
ては、撮影した画像を適切かつ確実に外部装置である携帯端末装置２に送信することがで
きる。
【０１０１】
　なお、本発明は、上述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成でき
る範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
【０１０２】
　上述の実施形態では、外部機器は、タブレット端末で構成される携帯端末装置２として
説明したが、これに限られず、例えば、スマートフォン、ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏ
ｍｐｕｔｅｒ）、他のデジタルカメラ等の電子機器、或いはサーバでもよい。また、通信
方式は近距離型通信のＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）、
公衆回線等他の無線通信でも、更に有線でもよく、送信先は複数でも、インターネット等
のネットワークを介してもよい。
【０１０３】
　また、上述の実施形態では、送信対象撮影画像の管理は、送信対象リストによる未送信
ＩＤを参照することで行っていたが、例えば、フラグによって管理してもよい。具体的に
は、送信対象撮影画像の管理は、各撮影画像に付加されるフラグで行い、自動送信すると
設定されている期間に撮影された撮影画像のフラグを立て、自動送信が完了した撮影画像
のフラグを戻す、ように構成してもよい。このようにフラグによって管理した場合には、
過去の送信履歴等も参照することが可能となる。
【０１０４】
　また、上述の実施形態では、電力消費等を考慮して、画像送信に際して、携帯端末装置
２との間で第１通信方式であるＢＬＥとの通信が確立しており、第１通信方式であるＷｉ
－Ｆｉとの通信が確立していない場合の例を説明したが、画像送信時に画像送信に用いる
第１通信方式であるＷｉ－Ｆｉとの通信が確立しているように常時携帯端末装置２との間
で第１通信方式であるＷｉ－Ｆｉと通信が確立しているように構成してもよい。
【０１０５】
　また、上述の実施形態では、本発明が適用される撮影装置１は、デジタルカメラを例と
して説明したが、特にこれに限定されない。
　例えば、本発明は、自動送信処理機能を有する電子機器一般に適用することができる。
具体的には、例えば、本発明は、ノート型のパーソナルコンピュータ、プリンタ、テレビ
ジョン受像機、ビデオカメラ、携帯型ナビゲーション装置、携帯電話機、スマートフォン
、ポータブルゲーム機等に適用可能である。
【０１０６】
　上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできるし、ソフトウェア
により実行させることもできる。
　換言すると、図３の機能的構成は例示に過ぎず、特に限定されない。即ち、上述した一
連の処理を全体として実行できる機能が撮影装置１に備えられていれば足り、この機能を
実現するためにどのような機能ブロックを用いるのかは特に図３の例に限定されない。
　また、１つの機能ブロックは、ハードウェア単体で構成してもよいし、ソフトウェア単
体で構成してもよいし、それらの組み合わせで構成してもよい。
【０１０７】
　一連の処理をソフトウェアにより実行させる場合には、そのソフトウェアを構成するプ
ログラムが、コンピュータ等にネットワークや記録媒体からインストールされる。
　コンピュータは、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュータであってもよい
。また、コンピュータは、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実
行することが可能なコンピュータ、例えば汎用のパーソナルコンピュータであってもよい
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。
【０１０８】
　このようなプログラムを含む記録媒体は、ユーザにプログラムを提供するために装置本
体とは別に配布される図２のリムーバブルメディア３１により構成されるだけでなく、装
置本体に予め組み込まれた状態でユーザに提供される記録媒体等で構成される。リムーバ
ブルメディア３１は、例えば、磁気ディスク（フロッピディスクを含む）、光ディスク、
又は光磁気ディスク等により構成される。光ディスクは、例えば、ＣＤ－ＲＯＭ（Ｃｏｍ
ｐａｃｔ　Ｄｉｓｋ－Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ），ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ），Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ（ブルーレイ
ディスク）等により構成される。光磁気ディスクは、ＭＤ（Ｍｉｎｉ－Ｄｉｓｋ）等によ
り構成される。また、装置本体に予め組み込まれた状態でユーザに提供される記録媒体は
、例えば、プログラムが記録されている図２のＲＯＭ１２や、図２の記憶部１９に含まれ
るハードディスク等で構成される。
【０１０９】
　なお、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、そ
の順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくと
も、並列的或いは個別に実行される処理をも含むものである。
　また、本明細書において、システムの用語は、複数の装置や複数の手段などより構成さ
れる全体的な装置を意味するものとする。
【０１１０】
　以上、本発明のいくつかの実施形態について説明したが、これらの実施形態は、例示に
過ぎず、本発明の技術的範囲を限定するものではない。本発明はその他の様々な実施形態
を取ることが可能であり、さらに、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、省略や置換等種々
の変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、本明細書等に記載された発明
の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に
含まれる。
【０１１１】
　以下に、本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［付記１］
　撮影指示を契機として、撮像手段により撮像された画像を取得して、所定の処理を施し
撮影画像を生成する撮影手段と、
　前記撮影手段により生成された撮影画像を外部装置に送信する送信手段と、
　ユーザ操作により、前記撮影手段により生成された撮影画像を前記送信手段により外部
装置に自動で送信を行うか否かを設定する設定手段と、
　前記設定手段により自動で送信を行うと設定されている期間に前記撮影手段により生成
された撮影画像を、当該撮影手段による撮影画像の生成の完了を契機として、外部装置に
自動で送信するように送信手段を制御する送信制御手段と、
　を備え、
　前記設定手段は、前記送信手段による撮影画像の送信中であっても、ユーザ操作による
自動で送信を行うか否かの設定を行い、
　前記送信制御手段は、前記送信手段による撮影画像の送信中に前記設定手段により自動
で送信を行うか否かの設定が変更された場合に、当該設定の変更に応じて当該送信手段を
制御する、
　ことを特徴とする撮影装置。
［付記２］
　前記送信制御手段は、前記設定手段により自動で送信を行うと設定されている期間に前
記撮影手段により生成された複数の撮影画像を、送信可能なタイミングで順次送信してい
くように前記送信手段を制御し、
　前記設定手段は、前記送信手段により複数の撮影画像を順次送信している最中であって
も、ユーザ操作により自動で送信を行うか否かの設定を変更することが可能であり、
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　前記送信制御手段は、前記設定手段により自動で送信を行うと設定されている期間に前
記撮影手段により生成された撮影画像については、前記設定手段により自動で送信を行わ
ないように設定を変更した後であっても、送信可能な状態を継続して順次送信していくよ
うに前記送信手段を制御する、
　ことを特徴とする付記１に記載の撮影装置。
［付記３］
　前記送信制御手段は、前記設定手段により自動送信を行うと設定されている期間に前記
撮影手段により生成された撮影画像を、送信対象撮影画像として管理する、
　ことを特徴とする付記２に記載の撮影装置。
［付記４］
　前記送信手段による撮影画像の送信が不可能な状態に移行することをユーザが意図して
いるか否かを判定する判定手段を備え、
　前記送信制御手段は、前記判定手段による判定結果に応じて、送信対象撮影画像の管理
を異ならせる、
　ことを特徴とする付記３に記載の撮影装置。
［付記５］
　前記判定手段は、前記送信手段による撮影画像の送信中に、ユーザにより電源オフ操作
が行われた場合は、前記送信手段による撮影画像の送信が不可能な状態に移行することを
ユーザが意図していないと判定し、
　前記送信制御手段は、前記判定手段の判定結果に応じて、電源オフ状態に移行する前に
未送信の送信対象撮影画像の送信が完了するまで電源オン状態を保持し、送信を継続する
ように送信手段を制御する、
　ことを特徴とする付記４に記載の撮影装置。
［付記６］
　前記判定手段は、ユーザによる電源オフ操作が行われた後、前記送信対象撮影画像の送
信を継続している状態で、更にユーザによる電源オフ操作が行われた場合は、前記送信手
段による撮影画像の送信が不可能な状態に移行することをユーザが意図していると判定し
、
　前記送信制御手段は、前記判定手段の判定結果に応じて、送信を停止するように前記送
信手段を制御し、未送信の撮影画像を送信対象撮影画像から外す処理を行う、
　ことを特徴とする付記５に記載の撮影装置。
［付記７］
　前記判定手段は、前記送信手段による撮影画像の送信中、ユーザ操作によらずに送信が
中断された場合は、前記送信手段による撮影画像の送信が不可能な状態に移行することを
ユーザが意図していないと判定し、
　前記送信制御手段は、前記判定手段の判定結果に応じて、未送信の送信対象撮影画像を
保持する処理を行う、
　ことを特徴とする付記４乃至６の何れか１つに記載の撮影装置。
［付記８］
　前記送信制御手段は、前記送信手段による撮影画像の送信が可能な状態に復帰したこと
を契機として、未送信の送信対象撮影画像を送信するように送信手段を制御する、
　ことを特徴とする付記７に記載の撮影装置。
［付記９］
　前記撮影手段により生成された撮影画像を記憶する記憶手段を更に備え、
　前記記憶手段は、前記送信制御手段により生成された撮影画像が自動送信された後も、
記憶した撮影画像を保持する、
　ことを特徴とする付記３乃至８の何れか１つに記載の撮影装置。
［付記１０］
　前記送信制御手段は、前記記憶手段に記憶されている撮影画像とは独立して、送信対象
撮影画像を管理する、
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　ことを特徴とする付記９に記載の撮影装置。
［付記１１］
　前記送信制御手段が、外部装置に自動で送信するように前記送信手段を制御する際に、
当該外部装置が電源オフ状態である場合は、当該外部装置に対して電源をオンして受信状
態となるように指示信号を送信する受信指示手段を、更に備える、
　ことを特徴とする付記１乃至１０の何れか１つに記載の撮影装置。
［付記１２］
　前記撮影手段は、前記送信手段による撮影画像の送信中であっても、撮影指示を受けた
場合に、他の撮影画像の生成処理を行う、
　ことを特徴とする付記１乃至１１の何れか１つに記載の撮影装置。
［付記１３］
　撮像手段と、画像を外部装置に送信する送信手段と、を備える撮影装置で実行される送
信制御方法であって、
　撮影指示を契機として、前記撮像手段により撮像された画像を取得して、所定の処理を
施し撮影画像を生成する撮影処理と、
　ユーザ操作により、前記撮影処理により生成された撮影画像を前記送信手段により外部
装置に自動で送信を行うか否かを設定する設定処理と、
　前記設定処理により自動で送信を行うと設定されている期間に前記撮影処理により生成
された撮影画像を、当該撮影処理による撮影画像の生成の完了を契機として、外部装置に
自動で送信するように前記送信手段を制御する送信制御処理と、
　を含み、
　前記設定処理では、前記送信手段による撮影画像の送信中であっても、ユーザ操作によ
る自動で送信を行うか否かの設定を行い、
　前記送信制御処理では、前記送信手段による撮影画像の送信中に前記設定処理により自
動で送信を行うか否かの設定が変更された場合に、当該設定の変更に応じて当該送信手段
を制御する、
　ことを特徴とする送信制御方法。
［付記１４］
　撮像手段と、画像を外部装置に送信する送信手段と、を備える撮影装置を制御するコン
ピュータに、
　撮影指示を契機として、前記撮像手段により撮像された画像を取得して、所定の処理を
施し撮影画像を生成する撮影機能と、
　ユーザ操作により、前記撮影機能により生成された撮影画像を前記送信手段により外部
装置に自動で送信を行うか否かを設定する設定機能と、
　前記設定機能により自動で送信を行うと設定されている期間に前記撮影機能により生成
された撮影画像を、当該撮影機能による撮影画像の生成の完了を契機として、外部装置に
自動で送信するように前記送信手段を制御する送信制御機能と、
　を実現させ、
　前記設定機能では、前記送信手段による撮影画像の送信中であっても、ユーザ操作によ
る自動で送信を行うか否かの設定を行い、
　前記送信制御機能では、前記送信手段による撮影画像の送信中に前記設定機能により自
動で送信を行うか否かの設定が変更された場合に、当該設定の変更に応じて当該送信手段
を制御する、
　ことを特徴とするプログラム。
【符号の説明】
【０１１２】
　１・・・撮影装置，２・・・携帯端末装置，１１・・・ＣＰＵ，１２・・・ＲＯＭ，１
３・・・ＲＡＭ，１４・・・バス，１５・・・入出力インターフェース，１６・・・撮像
部，１７・・・入力部，１８・・・出力部，１９・・・記憶部，２０・・・第１通信部，
２１・・・第２通信部，２２・・・ドライブ，２３・・・電源部，３１・・・リムーバブ
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ルメディア，５１・・・入力検出部，５２・・・撮影画像生成処理部，５３・・・送信処
理部，５４・・・フラグ設定処理部，５５・・・電源制御部，７１・・・画像記憶部，７
２・・・送信対象リスト記憶部，Ｓ・・・画像送信システム
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